
 

   新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例  

（ 課 税 の 根 拠 ）  

第 １ 条  市 は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 使 用 済 核 燃 料 税 を 課 す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  発 電 用 原 子 炉  原 子 力 基 本 法 （ 昭 和 ３ ０ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 ） 第

３ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 原 子 炉 で 発 電 の 用 に 供 す る も の を い う 。  

⑵  使 用 済 核 燃 料  原 子 力 基 本 法 第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 核 燃 料 物

質 で 発 電 用 原 子 炉 に 燃 料 と し て 使 用 し た も の を い う 。  

⑶  原 子 炉 設 置 者  核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関

す る 法 律（ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ６ ６ 号 。以 下「 原 子 炉 等 規 制 法 」と

い う 。 ） 第 ４ ３ 条 の ３ の ５ 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 を い う 。  

⑷  保 管  原 子 炉 設 置 者 が 使 用 済 核 燃 料 を 発 電 用 原 子 炉 か ら 取 り 出

し 、 当 該 発 電 用 原 子 炉 施 設 内 の 使 用 済 燃 料 貯 蔵 設 備 に お い て 貯 蔵

す る 状 態 を い う 。  

⑸  使 用 済 燃 料 貯 蔵 施 設 等  原 子 炉 等 規 制 法 第 ４ ３ 条 の ４ 第 ２ 項 第

２ 号 に 規 定 す る 使 用 済 燃 料 貯 蔵 施 設 又 は 第 ４ ４ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に

規 定 す る 再 処 理 施 設 を い う 。  

（ 賦 課 徴 収 ）  

第 ３ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 賦 課 徴 収 に つ い て は 、 法 令 又 は こ の 条 例 に

別 段 の 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５

年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 納 税 義 務 者 ）  

第 ４ 条  使 用 済 核 燃 料 税 は 、 使 用 済 核 燃 料 を 保 管 す る 原 子 炉 設 置 者 に

課 す る 。  

（ 課 税 標 準 ）  



 

第 ５ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 課 税 標 準 は 、 賦 課 期 日 に お い て 保 管 す る 使

用 済 核 燃 料 の 重 量 と す る 。  

２  前 項 の 重 量 は 、 使 用 済 核 燃 料 に 係 る 原 子 核 分 裂 を さ せ る 前 の 核 燃

料 物 質 の 重 量 と す る 。  

（ 税 率 ）  

第 ６ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 税 率 は 、 １ キ ロ グ ラ ム に つ き ６ ２ ０ 円 と す

る 。  

２  前 項 の 規 定 の ほ か 、 経 年 累 進 課 税 分 （ 原 子 炉 設 置 者 が 使 用 済 核 燃

料 と し て 保 管 を 開 始 し た 日 か ら １ ５ 年 を 経 過 し な い も の を 除 く 。 ）

と し て 、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 施 設 等 の し ゅ ん 工 に 係 る 使 用 前 検 査 （ 原 子

炉 等 規 制 法 第 ４ ３ 条 の ９ 又 は 第 ４ ６ 条 の 規 定 に よ る 使 用 前 検 査 を い

う 。）に 合 格 し た 日 後 で あ っ て 、速 や か に 市 長 と 原 子 炉 設 置 者 が 協 議

し 、 発 電 用 原 子 炉 か ら 取 り 出 し た 使 用 済 核 燃 料 を 使 用 済 燃 料 貯 蔵 施

設 等 へ 搬 出 す る こ と が 可 能 と な っ た こ と に つ い て 両 者 が 合 意 し た 年

の 翌 年 以 後 の 賦 課 期 日 に お い て 保 管 す る 使 用 済 核 燃 料 に つ い て 、 使

用 済 燃 料 貯 蔵 施 設 等 へ の 搬 出 が さ れ る ま で の 間 、 重 量 １ キ ロ グ ラ ム

に つ き 、 次 の 額 を 加 算 す る 。  

⑴   １ 年 目  ５ ０ 円  

⑵   ２ 年 目  １ ０ ０ 円  

⑶   ３ 年 目  １ ５ ０ 円  

⑷   ４ 年 目  ２ ０ ０ 円  

⑸   ５ 年 目  ２ ５ ０ 円 （ 搬 出 さ れ る ま で の 期 間 が ５ 年 を 超 え た と き

は 、 ５ 年 を 上 限 と す る 。 ）  

（ 賦 課 期 日 ）  

第 ７ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 賦 課 期 日 は 、 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の

１ 月 １ 日 と す る 。  

（ 徴 収 の 方 法 ）  

第 ８ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 徴 収 に つ い て は 、 申 告 納 付 の 方 法 に よ る 。  



 

（ 申 告 納 付 の 手 続 等 ）  

第 ９ 条  使 用 済 核 燃 料 税 の 納 期 限 は 、 ４ 月 ３ ０ 日 と す る 。  

２  納 税 義 務 者 は 、 賦 課 期 日 に お け る 使 用 済 核 燃 料 税 の 課 税 標 準 、 税

額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 す る と と も に 、

そ の 申 告 し た 税 額 を 納 付 書 に よ っ て 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、 当 該 申 告 書 を 提 出 し た

後 に お い て そ の 申 告 に 係 る 課 税 標 準 又 は 税 額 を 修 正 し な け れ ば な ら

な い 場 合 に お い て は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、修 正 申

告 書 を 提 出 す る と と も に 、 当 該 修 正 に よ り 増 加 し た 税 額 が あ る と き

は 、 こ れ を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 更 正 、 決 定 等 に 関 す る 通 知 ）  

第 １ ０ 条  法 第 ６ ８ ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 使 用 済 核 燃 料 税 に 係 る 更

正 又 は 決 定 の 通 知 、 法 第 ６ ８ ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 使 用 済 核 燃 料

税 に 係 る 過 少 申 告 加 算 金 額 又 は 不 申 告 加 算 金 額 の 決 定 の 通 知 及 び 法

第 ６ ８ ９ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 使 用 済 核 燃 料 税 に 係 る 重 加 算 金 額 の

決 定 の 通 知 は 、 更 正 又 は 決 定 の 通 知 書 を 交 付 し て 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 当 該 通 知 書 で 指 定 す る 期 限 ま で に 納 付

書 に よ っ て 当 該 通 知 に 係 る 徴 収 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 減 免 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に お い て

必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 別 に 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

使 用 済 核 燃 料 税 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第

６ 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 （ 令 和 ２ 年 度 に お け る 特 例 ）  

２  令 和 ２ 年 度 に お け る 使 用 済 核 燃 料 税 の 賦 課 期 日 に つ い て は 、 第 ７

条 中「 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の １ 月 １ 日 」と あ る の は「 令 和 ２ 年

１ ０ 月 １ 日 」 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 課 税 標 準 を 算 出 す る と き

は 、 令 和 ２ 年 １ ０ 月 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ま で の 月 数 を １ ２ で 除 し た 数

値 を 課 税 標 準 に 乗 じ て 計 算 す る も の と す る 。  

３  令 和 ２ 年 度 に お け る 使 用 済 核 燃 料 税 の 納 期 限 に つ い て は 、 第 ９ 条

第 １ 項 中「 ４ 月 ３ ０ 日 」と あ る の は「 令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ 日 」と す る 。  

 （ 検 討 ）  

４  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 ５ 年 ご と に 、 条 例 の 施 行 状 況 、 社 会 経

済 情 勢 の 推 移 等 を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と き は 、 こ の 条 例 の 規 定 に つ

い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す

る 。  

 （ 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 の 廃 止 ）  

５  新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例（ 平 成 １ ５ 年 条 例 第 ３ ３ 号 ）は 、

廃 止 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

６  廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い

う 。 ） に よ っ て 課 さ れ る 令 和 ２ 年 度 の 使 用 済 核 燃 料 税 の 税 額 に つ い

て は 、 旧 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、 旧 条 例 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ た

税 額 に 令 和 ２ 年 ４ 月 か ら 同 年 ９ 月 ま で の 月 数 を １ ２ で 除 し た 数 値 を

乗 じ て 得 た 額 と す る 。  


